
 補
助金申請募集中！

4月27日〆切

臨時の子連れ出勤に対応できる
キッズスペースの整備

女性社員のスキルアップのための
社内研修の実施

平成30年度

しまね女性の活躍環境整備
支援事業費補助金申請募集中！！

～女性の能力と発想を企業の力に～

県内企業・団体における女性活躍推進に向けた取組みを促進するため、
女性の就業環境の整備や採用の増加につながる取組みを支援します。
（※補助金を申請するためには「しまね女性の活躍応援企業」への登録が必要です。）

■募集期間
平成30年3月15日木～平成30年4月27日金
※第2回の募集は7月～8月に予定
■補助対象事業

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画に記載し
た取組み
■補助対象経費

謝金、旅費、消耗品費、委託料、使用料、施設・設備
の工事費、備品購入費、受講料　等

〈例〉ソフト　●女性を対象としたスキルアップセミナー
の開催経費、資格取得のための経費等

ハード　●女性専用休憩室の整備費 等

■補助対象事業費
300千円～2,000千円
■補助率及び補助金額

小規模企業及び中山間地域等の中小企業・団体
２/３（200千円～1,333千円）
上記以外の企業・団体
１/２（150千円～1,000千円）

詳しくは、島根県男女共同参画室のホームページをご覧ください。
島根県男女共同参画室 URL http://www.pref.shimane.lg.jp/danjokyodo/



※女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

しまね女性の活躍環境整備支援事業費補助金 申請の流れ
※労働者301人以上の企業、県外に本社のある県内事業所は補助金の対象外です。

労働者300人以下の企業 5者以上の民間事業主で
構成する団体

※一般事業主行動計画
の策定・届出（労働局へ）

県版行動計画の策定

「しまね女性の活躍応援企業」申請（県へ）
しまね女性の活躍応援企業登録要綱に定める書類を島根県男女共同参画室に提出して下さい。

「しまね女性の活躍応援企業」登録

しまね女性の活躍環境整備支援事業費補助金申請（県へ）

行動計画策定支援

「しまね女性の活躍応援企業」登録支援

「しまね女性の活躍環境整備支援事業費補助金」申請支援

島根県男女共同参画室　〒690-8501 島根県松江市殿町１番地
TEL：0852-22-5629 FAX：0852-22-5636　Ｅ-mail：danjokyodo@pref.shimane.lg.jp

申込先 島根県中小企業団体中央会  　0852-21-4809　島根県商工会連合会・各商工会  　0852-21-0651

しまね女性の活躍応援企業登録をすると、補助金以外にもメリットがあります

応援企業を県ホームページや企業説明会等でPR
応援企業対象の表彰制度
県庁舎の清掃業務・各種警備業務委託の入札参加資格審査での加点
県の調達において受注機会の増大のための取組の実施

しまね女性の活躍応援企業への登録手続きなどについて
アドバイザーを無料で派遣します。

お問い合わせ・
申請書等提出先

※男女共同参画室は、本庁舎から東庁舎（島根県民会館南隣）2階へ移転しました。


